
平成２７年度総合計画進行管理　２次評価に対する対応方針

施策所管局
局・区長名

No.

1

2

3

　成果指標の結果の分析に当たり、目標が達成で
きなかった場合は、その原因と改善方策を明記す
べきである。そのことを踏まえて次の施策を展開さ
れたい。

　成果指標の結果の分析については、目標が達
成できなかった原因と改善策を簡潔に記載する
ものと考えていたが、今後は、更に具体的に記
載する。
　なお、平成２６年度において指標１の目標値を
達成できなかった主な要因として、第３期地域福
祉計画策定時に行った調査の結果からは、地域
福祉活動の担い手が不足していること、また、総
合計画の進行管理等に係る市民アンケート調査
の結果からは、年代別では「２０代」、「３０代」、
職業別では、「会社員、公務員、団体職員」「学
生」の区分に該当する市民が、地域福祉の活動
を知らないことが考えられる。
　担い手不足の解消に向けては、担い手確保の
成功事例を全地区で共有できるよう、福祉コミュ
ニティ形成事業の各地区ごとの取組を１つにま
とめて各地区への提供を行う。また、取組をまと
めたものを市ホームページで紹介することで、若
い世代や日中働く市民への周知を図る。

○基本目標Ⅰ　誰もがいきいきと暮らせる安心・福祉都市

施策番号 1 施策名 地域福祉の推進

２次評価意見（check） 対応方針（act）

　成果指標「指標１　地域で、住民が互いに支え
あっていると感じる市民の割合」の達成率が毎年
低下しておりＣ評価となっている。民生委員協力員
制度などの新たに実施する取組の評価も含め、原
因を分析した上で課題を整理し、目標達成に向け
た取組を実施されたい。

　目標値を達成できなかった理由はＮＯ．１で述
べているが、この他にも、地域での困りごとを解
決するために必要な地域団体等を結びつける
コーディネーターが不足していることが考えられ
る。
　第３期地域福祉計画で重点的な取組に位置づ
けている「コミュニティソーシャルワーカーの配置
による横断的な支援」の実施により、地域で困っ
ている方を地域住民が支援する仕組みを構築
することで、目標達成に努める。

　相模原市社会福祉協議会の活動は、地域福祉
の推進に重要な役割を担っていることは理解する
が、補助金の決算額が毎年増加している現状を踏
まえ、自主財源の確保等に一層取り組まれるよう
働きかけられたい。

　市社会福祉協議会では、平成２７年度から平
成３１年度を計画期間とする「財政計画」を策定
し、自主財源の収入見込みを立てている。「財政
計画」には、新たな自主財源確保策として、自動
販売機の設置推進や新たな寄付制度の導入を
盛り込んでいる。
　これらの取組が推進されるよう、市社会福祉協
議会への働きかけを進める。

１次評価 Ｂ 健康福祉局
２次評価 Ｂ 和光　亨

別紙３



平成２７年度総合計画進行管理　２次評価に対する対応方針

施策所管局
局・区長名

No.

1

2

　「指標２　生活保護を受けている人のうち、自立
支援プログラムに参加した人の割合」の目標値の
設定については、最終目標を県内先進都市の値
を基に設定していることから、既に達成率が２０
０％を超えているが、他都市の状況を改めて分析
するなど現状の把握に努め、更に高い目標に向
かって取組を進められたい。

　県内他都市の状況は把握しているので、それ
らを参考とするとともに、各プログラムの有効な
活用により、経済的自立、社会生活自立、日常
生活自立に向けて、ハローワーク、市就職支援
センターや地域の諸団体等と連携しながら、
様々な課題を抱える受給者の状況に合った支
援を充実し、自立を促進していく。

２次評価 Ｂ 和光　亨

２次評価意見（check） 対応方針（act）

　「サブ指標２－２　学習支援を行った中学３年生
の高校進学率」については、勉強会に参加した中
学生に対する割合ではなく、生活保護受給世帯の
中学生全体に対する割合を目標とすべきである。
指標について再検討されたい。

　当サブ指標に併せて受給世帯全体での割合も
集計していることから、受給世帯全体に対する
割合で示すことは可能であるが、自立支援プロ
グラム実施事業の１つである学習支援における
進学率を成果指標を補完するサブ指標（目標）と
し、本事業における支援結果（成果）を説明する
ことを優先した。世帯への参加勧奨についても
引き続き行っていくとともに、進学率の向上や社
会性の育成等を図っていく。

○基本目標Ⅰ　誰もがいきいきと暮らせる安心・福祉都市

施策番号 ２ 施策名 援護を必要とする人の生活安定と自立支援

１次評価 Ａ 健康福祉局



平成２７年度総合計画進行管理　２次評価に対する対応方針

施策所管局
局・区長名

No.

1

2

○基本目標Ⅰ　誰もがいきいきと暮らせる安心・福祉都市

施策番号 ５ 施策名 青少年の健全育成

１次評価 Ｂ 健康福祉局

　「指標７　不良行為少年補導人数」については、
目標を大幅に上回る達成率となっているが、保護
者の就労環境の多様化や核家族化の進行など生
活形態の変化により青少年の健全育成のあり方
が変化していることを踏まえ、新しい視点での指標
設定を検討されたい。

　一つの指標のみでは青少年を取り巻く複合的
な課題に対応するための施策を評価することは
困難なことから、昨年度新たに設定した３つのサ
ブ指標も含めた４つの指標により評価を行い、そ
れぞれの目標達成に向けて、子ども・若者支援
協議会における関係機関・団体の連携等によ
り、引き続き施策を推進していく。

２次評価 Ｂ 和光　亨

２次評価意見（check） 対応方針（act）

　絵画や写真コンテストのポスターや、支援･相談
機関のリーフレット等による啓発活動については、
最終的な効果とコストパフォーマンスを常に意識し
ながら取組を進められたい。

　更なる事業費の精査を行うとともに、啓発活動
後のアンケート等の実施により、その効果を検
証し、対象者・時期・媒体等について、より効果
的・効率的な手法となるよう改善していく。



平成２７年度総合計画進行管理　２次評価に対する対応方針

施策所管局

局・区長名

No.

1

2

3

　目標値を上回っていることについては、療育に対
する普及・啓発活動の成果や保護者理解の深まり
が、療育ニーズの増加や多様化につながっている結
果と認識している。引き続き、実績値が増加するよう
適切に対応するとともに、次期目標設定時に向け、
新たな目標値について療育センター再整備事業の
進捗状況に合わせて検討していく。

○基本目標Ⅰ　誰もがいきいきと暮らせる安心・福祉都市

施策番号 ９ 施策名 障害児の支援

１次評価 Ａ 健康福祉局

　各指標については、目標を達成しており評価でき
るが、現在設定している指標は、サービスの利用
者や参加者の数量を増加させることを目標として
いる。今後は、障害児支援の質を高める取組にも
力を入れられたい。

　「指標１６　療育相談やリハビリテーションを行っ
ている障害児の数」の実績値が目標値を上回って
推移しており、目標値の根拠、妥当性を検討され
たい。

２次評価 Ａ 和光　亨

２次評価意見（check）

　施策進行管理シート「６　施策を構成する主な事
業の取組結果」の記載に当たっては、前年度の取
組の評価を踏まえ、常に新しい視点で目標を設定
されたい。

対応方針（act）

　3区での療育支援の実施並びに重度化する通園児
及び家族への支援の実施に関する目標に加え、現
在、取り組んでいる療育センター再整備事業につい
ては、事業の進捗状況、前年度の実績・評価等を踏
まえた新たな指標・目標を設定する。

　障害児保護者支援として実施しているペアレントト
レーニングについては、参加者の意見を聞き取るな
ど、よりニーズに合った事業となるよう検証を十分に
行う。また、増加するサービス提供事業者に対して
は、集団指導や実地指導等を通じ、適切な助言・指
導を行うことで、サービスの質の向上にも努めてい
く。
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施策所管局
局・区長名

No.

1

2

3

　今後明記していくものとする。なお、今年度の
原因と改善策については、収納率向上には、定
期的な納税督励や滞納処分の他に口座振替の
促進が有効であると考えるが、自主的な納付に
ついて、一部の納税者に理解が得られなかった
ことが未達成の原因と思われる。今後は、自主
納付をいただけるよう、こうした取組を強化す
る。特に、口座振替率の向上を目指し、広報の
充実や窓口での口座振替督励などにより、目標
の達成に努めたい。

○基本目標Ⅰ　誰もがいきいきと暮らせる安心・福祉都市

施策番号 １１ 施策名 医療体制の充実

１次評価 Ａ 健康福祉局

　市民に安心感を持っていただくため、救急隊の
現場までの到着時間をサブ指標に設定することを
検討されたい。

　救急隊の現場までの到着時間については、地
理的な遠近の差だけではなく、気象や交通状況
などの外的要因が大きく影響することから、施策
を推進するため設定する指標としては相応しくな
いと考える。

　施策進行管理シートの「結果の分析」欄や「総合
分析及び市の自己評価」欄の記載に当たっては、
市民への説明責任を果たすため、より具体的に
明記されたい。

　「結果の分析」欄や「総合分析及び市の自己評
価」欄については、施策を構成する事業の実績・
評価等に記載した内容と重複することを避け、
簡潔に記載することとしているが、今後、実績等
を盛り込みながら具体的に記載していくものとす
る。

２次評価 Ａ 和光　亨

２次評価意見（check） 対応方針（act）

　「サブ指標１１－３　国民健康保険税の収納率」
がＢ評価となっているが、目標が達成できないの
であれば、その原因と改善策を「結果の分析」欄に
明記すべきである。



平成２７年度総合計画進行管理　２次評価に対する対応方針

施策所管局
局・区長名

No.

1

2

3

　「サブ指標１３－３　消費生活に関する出前講座
参加人数」については、実績値が目標値を大幅に
下回っている。目標値の妥当性について再検討が
必要である。

　消費者意識の向上や消費者被害を未然に防
止するため、自治会等へ消費生活相談員を講
師として派遣している出前講座に、一定以上の
方に参加してもらうことを目標として指標を設定
したもので、年間に開催する目標回数を３０回と
し、平成２２～２５年度の間における１回あたりの
講座参加者数を掛けた人数を目標値としてい
る。
　　「出前講座」については、公民館長会議や高
齢者支援センターに加え、中学校や高校、大学
等に対し、案内文を配布することなどにより周知
したが、これまでの開催状況と比較し、特に高校
において開催実績がなかったことが、目標値を
下回った大きな要因と考えている。
　今後、メニューや周知方法等を再考し、消費者
意識の向上や被害防止等に向け、更なる周知・
啓発に努めていく。

　防犯灯ＬＥＤ化事業（ＥＳＣＯ事業）については、
犯罪の防止や通行の安全確保のほか、節電や事
業経費の削減にもつながるものであり評価でき
る。今後はサブ指標に設定することについても検
討されたい。

　防犯灯ＬＥＤ化事業については、平成２８年度
の一斉ＬＥＤ化を予定しており、単年度の事業と
なるため、サブ指標を設定し、進行管理をしてい
くことになじまないと考えている。

２次評価 Ａ 森　多可示

２次評価意見（check） 対応方針（act）

　自転車交通事故件数の割合が高い状況は、本
施策のほか「施策４２　地域を支える交通環境の
充実」及び「施策４３　公共交通を中心とする　交通
体系の確立」と密接に関連する問題であることか
ら、都市建設局との連携によりソフトとハードの両
面から対応を検討する必要がある。

　相模原市交通安全対策推進会議にて、庁内の
交通安全対策等の情報収集及び情報交換をし
ているが、引き続き、関係各課間にて緊密な連
携を保ち、組織的な総合交通対策を推進してい
きたい。

１次評価 Ａ 市民局

○基本目標Ⅰ　誰もがいきいきと暮らせる安心・福祉都市

施策番号 １３ 施策名 市民生活の安全・安心の確保



平成２７年度総合計画進行管理　２次評価に対する対応方針

施策所管局
局・区長名

No.

1

2

○基本目標Ⅱ　学びあい　人と地域をはぐくむ教育・文化都市

施策番号 １６ 施策名 学校教育の充実

１次評価 Ａ 教育局

　いじめ防止フォーラムについては、子どもの小中
学校における取組を、子ども自身が発表するとい
う積極的な取組により、当初は、大人や教員の意
識啓発を目的としていたところから、今後は更に子
ども自身の意識啓発としても位置づけていくとのこ
とであった。
　この取組については高く評価するとともに、今後
も、事業を常に発展させていく、このような姿勢を
堅持しつつ、その具体化に取り組まれたい。

　いじめ防止フォーラムに限らず、施策内の各事
業においても、従来の手法に捉われず、多方面
から事業分析・評価を行い、当該事業の目的や
目標を念頭に、さらに改善・充実・発展させていく
よう、今後も取り組んでいく。

２次評価 Ａ 笹野　章央

２次評価意見（check） 対応方針（act）

　施策の推進に当たっては、相模原市の学校教育
に関する調査結果や地域社会が抱える問題を分
析し、市独自の学校教育のあり方を引き続き検討
されたい。

　国や市の調査結果をもとに、本市学校教育の
現状や課題を毎年分析し、その結果に基づいて
改善が図られるよう学校に対して情報提供や指
導・助言を行っている。
　今後も学校教育現場と地域との連携も含め
て、本市学校教育が抱える多様な課題に対応で
きるよう、引き続き各事業の検証・改善を図って
いく。



平成２７年度総合計画進行管理　２次評価に対する対応方針

施策所管局
局・区長名

No.

1

2

１次評価 Ａ 市民局

○基本目標Ⅱ　学びあい　人と地域をはぐくむ教育・文化都市

施策番号 ２２ 施策名 人権尊重・男女共同参画の推進

　「指標４３　家庭･地域･学校･職場などで男女平
等であると思っている市民の割合」、「指標４４　市
審議会等における女性委員割合」、「サブ指標２２
－１　人権啓発講演会の参加人数」が、それぞれ
Ｂ評価となっているが、目標が達成されていないに
も関わらず、原因分析が不十分である。しっかりと
した分析のもと、対策を検討されたい。

　「指標４４」については、平成２８年度当初に、
女性委員の登用促進に係る依頼通知を全庁に
発出するとともに、平成２７年度の委員登用率の
実績によって、局長名等での通知発出も検討す
る。また、審議会等における女性委員の参画状
況を公表する際、未達成の審議会等を所管する
組織の意識向上につながるよう、公表内容や方
法を検討するとともに、多くの女性が活躍してい
る事項を所掌している審議会等については、さら
に積極的に女性委員の登用を促していく。
　「サブ指標２２―１」については、人権講演会の
開催にあたり、来場者アンケートに、次回の希望
講演テーマや、開催時間、曜日などの項目を追
加することにより、市民がより参加しやすい講演
会となるよう検討を行う。
　※「指標４３」については、№１に同じ

２次評価 Ｂ 森　多可示

２次評価意見（check） 対応方針（act）

　「指標４３　家庭･地域･学校･職場などで男女平
等であると思っている市民の割合」の達成率が毎
年減少しているが、施策を構成する主な事業が冊
子の発行や講座の開催、啓発活動等に終始して
いる。
　目標達成に向けては、原因の分析等に努め、よ
り効果的な事業の推進に努められたい。

　平成27年度に実施した「市民意識・事業所調
査」の結果、特に「職場環境」における「男女の
平等感」が低かったこと、また「男女平等のため」
に「女性を取り巻く社会通念・しきたりの差別や
偏見を改めさせること」が重要と考えている市民
の割合が最も高かったことから、事業所等に対
する積極的な男女共同参画意識の啓発を図っ
ていく。



平成２７年度総合計画進行管理　２次評価に対する対応方針

施策所管局
局・区長名

No.

1

２次評価 Ｂ 隠田　展一

２次評価意見（check） 対応方針（act）

　成果指標に掲げる目標の達成には、継続した取
組が重要である。
　特に「市民平和のつどい」の開催に当たっては、
より多くの市民に参加いただけるよう内容の充実
を図るとともに、周知の方法も検討されたい。

　「市民平和のつどい」の内容や周知方法等に
関し、市民平和のつどい実行委員会とともに、平
成28年3月までに以下の方針に基づき対応を検
討する。
・講演やコンサート等は、より幅広い視点から出
演者を選定していく。
・開催場所や時期の設定に当たっては、特に若
年層の利用が見込まれる施設や時期を踏まえ、
調整する。
・市内で開催される他イベントの中での事業実
施を検討する。
・「市民平和のつどい」の周知に関し、協力を頂
いている諸団体へチラシ等を配付するなど、こ
れまで以上に内容が市民の目に触れるような方
法を検討する。

○基本目標Ⅱ　学びあい　人と地域をはぐくむ教育・文化都市

施策番号 ２３ 施策名 世界平和の尊重

１次評価 Ｂ 総務局



平成２７年度総合計画進行管理　２次評価に対する対応方針

施策所管局
局・区長名

No.

1

2

基本目標Ⅲ　やすらぎと潤いがあふれる環境共生都市

　中小規模事業者の省エネルギー対策を促進
するために実施している「地球温暖化対策計画
書制度」や「省エネアドバイザー派遣」等につい
て、より多くの業種の事業者に活用を促すため、
経済部をはじめ関係機関等と連携して、積極的
な周知と普及啓発に努める。

施策番号 ２４ 施策名 地球温暖化対策の推進

１次評価 Ａ 環境経済局

　目標値と実績値に乖離があることを認識し、施策
の展開が総花的にならないよう意識しながら、費
用対効果の視点を踏まえ、戦略的に取組を進めら
れたい。

　温室効果ガスの排出量については、電力ＣＯ2
排出係数上昇の影響などを受け目標を達成して
いないが、市域における省エネ・節電の取組は
定着している。今後も、温室効果ガス排出削減
に向け、国・県の動向なども踏まえながら、効果
的な事業実施に努める。

２次評価 Ａ 小野澤　敦夫

２次評価意見（check） 対応方針（act）

　地球温暖化対策には、企業の協力が不可欠で
ある。中小規模事業者向けの設備更新の助成制
度など、省エネルギー対策等については、産業の
競争力を向上させる効果もあることから、経済部と
連携して引き続き取り組まれたい。



平成２７年度総合計画進行管理　２次評価に対する対応方針

施策所管局
局・区長名

No.

1

2

3

　平成２８年１０月から一般ごみの収集回数を週
３回から２回に見直すことにより、ごみの更なる
減量化・資源化を推進し、最終処分場の延命化
を図る。
　収集回数の見直し後にごみの減量化が図られ
ない場合は、家庭ごみの有料化の検討を行う。

基本目標Ⅲ　やすらぎと潤いがあふれる環境共生都市

施策番号 ２６ 施策名 資源循環型社会の形成

１次評価 Ｂ 環境経済局

　リサイクルの推進には、地道な啓発活動が不可
欠である。成果指標の達成率が鈍化していること
を踏まえ、新しい工夫による市民への啓発方法を
検討されたい。

　収集体制の変更（平成２８年１０月）に合わせ、
全市民に制度変更、分別の徹底を周知するた
め、分別啓発冊子の全戸配布を実施する。
　また、啓発物品や啓発内容を工夫することで、
具体的なごみ減量活動を促進していく。

　資源化を更に推進するため、新しい分別品目の
追加についても検討されたい。

　市民生活に普及している一方、再資源化が進
んでいないパソコンの再資源化を図るため、現
行のメーカーリサイクルに加え、第２四半期を目
途に拠点回収を開始する。

２次評価 Ｂ 小野澤　敦夫

２次評価意見（check） 対応方針（act）

　ごみの減量化は、最終処分場の延命化の視点
においても重要な取組である。
　今後は、一般ごみの収集回数を週３回から２回
に減らすことによるごみの減量効果を検証していく
必要がある。
　今後、家庭ごみの減量化・資源化対策を一層推
進しても、ごみの減量化が図られない場合は、家
庭ごみの有料化制度の導入についても議論してい
く必要がある。



平成２７年度総合計画進行管理　２次評価に対する対応方針

施策所管局
局・区長名

No.

1

2

基本目標Ⅲ　やすらぎと潤いがあふれる環境共生都市

　５月３０日の「きれいなまちづくりの日」を中心
に、市民地域清掃や周知イベントを実施していく
とともに、街美化アダプト制度やまち美化キャン
ペーンなどの実施を通じて、市民、事業者と連携
協力した取組を進め、一年を通じてきれいなまち
づくりの推進を図る。

施策番号 ２７ 施策名 廃棄物の適正処理の推進

１次評価 Ａ 環境経済局

　各指標は目標を達成しており評価できる。今後
は、一般ごみ収集業務の民間委託など、コスト削
減に向けた取組を一層進められたい。

　民間委託のエリアの拡大については、今後実
施していく一般ごみ収集運搬体制及び収集車両
ごみ積載量の見直しによる効果を考慮し、引き
続き、収集運搬体制の合理化・効率化を図りな
がら、目標達成に向けて着実に取り組んでいく。

２次評価 Ａ 小野澤　敦夫

２次評価意見（check） 対応方針（act）

　まちの美観の改善には、市民や地域団体の協力
が不可欠であることから、市民地域清掃や街美化
アダプト制度などの協働による取組を引き続き推
進されたい。



平成２７年度総合計画進行管理　２次評価に対する対応方針

施策所管局
局・区長名

No.

1

2

　高度処理型浄化槽の普及に当たって、民間活力
を活用した新たな制度を導入することについては、
「指標５４　市域から津久井湖に流入するチッソ・リ
ンの削減量」の実績値が目標値を大幅に下回って
いることを踏まえ、スピード感を持って早急に取組
を進められたい。

　平成２８年度から、市設置の高度処理型槽工
事の施工資格の要件を満たした業者が戸別訪
問し、高度処理型浄化槽の設置を促進する制度
を導入する。

２次評価 Ｂ 小野澤　敦夫

２次評価意見（check） 対応方針（act）

　「指標５４　市域から津久井湖に流入するチッソ・
リンの削減量」については、公共下水道や高度処
理型浄化槽を整備することにより見込まれる量を
目標としているが、評価に当たっての参考資料とし
て、湖の水質データを提供されたい。

基本目標Ⅲ　やすらぎと潤いがあふれる環境共生都市

　津久井湖の水質データを整備効果の検証のた
めの参考資料として提供する。

施策番号 ２８ 施策名 水源環境の保全・再生

１次評価 Ｂ 環境経済局



平成２７年度総合計画進行管理　２次評価に対する対応方針

施策所管局
局・区長名

No.

1

2

3

基本目標Ⅲ　やすらぎと潤いがあふれる環境共生都市

　STEP50による企業の事業計画及び認定事業
者に対するアンケートの中で、新規雇用人数や
税収、市内企業との取引関係を把握・分析して
いる。リーディング産業を中心とした積極的な企
業立地を促進するSTEP50の事業計画認定数は
雇用の創出や税収の確保に深く関わっているた
め、引き続きサブ指標とする。

施策番号 ３３ 施策名 地域経済を支える産業基盤の確立

１次評価 Ｂ 環境経済局

　産業基盤の強化には、新産業の創出の視点が
不可欠である。
　「施策３４　新産業の創出と中小企業の育成・支
援」に連動して、インキュベーション機能をより充実
させることも検討されたい。

　さがみはら産業創造センターにおいて、入居企
業を支援するインキュベーションマネージャーに
よる各企業の状況に応じた支援等を実施し、平
均入居率約９５％という高水準を維持している。
今後も引き続き、各種セミナーの開催や地域企
業の紹介、ビジネスマッチング等を実施し、イン
キュベーション機能を維持していく。

　企業誘致や人材育成の取組のほかに、国際競
争に勝ち抜くための独自技術の開発など、新しい
視点での産業振興策等についても検討されたい。

　本市事業のほか、国等が実施する企業間連携
事業への積極的な参加や、研究開発助成事業
に取り組む企業の支援を、産業支援機関と連携
して実施していく。

２次評価 Ｂ 小野澤　敦夫

２次評価意見（check） 対応方針（act）

　近年の産業構造の変化から「指標６４　製造品出
荷額等」の目標を達成することは難しい状況であ
る。しかし、企業誘致には、製造品出荷額以外にも
雇用の創出や税収の確保など様々な効果が見込
まれる。これらの効果を分析し、サブ指標等により
明確に示していくことが重要である。



平成２７年度総合計画進行管理　２次評価に対する対応方針

施策所管局
局・区長名

No.

1

2

3

4

２次評価 Ｂ 小野澤　敦夫

２次評価意見（check） 対応方針（act）

基本目標Ⅲ　やすらぎと潤いがあふれる環境共生都市

　市内の農業生産量については、単に総量を増加
させるという視点ではなく、品目ごとの生産量を分
析し、重点品目を定めるなど、相模原市らしさを明
確にして、差別化していくことが重要である。
　また、この視点でのサブ指標の設定についても
検討されたい。

　全品目の生産量を調査することは困難である
ため、生産団体等と調整し、市内特産物等特定
品目のサンプリング調査・分析等について検討
する。
　サブ指標の設定についても今後検討を行う。

　引き続き、体験型農園の開設を希望する農家
に対し、ニーズに応じた支援を行う。

施策番号 ３６ 施策名 都市農業の振興

１次評価 Ｂ

　都内在住者等には、身近で農業をやりたいという
ニーズが多い。
　体験型農園の開設促進については、相模原市が
都心から近いというメリットを生かし、引き続き取組
を進められたい。

環境経済局

　農産物直売所の運営支援等による地産地消の
取組に力を入れていることについては評価できる。
今後も、農業の６次産業化（生産―１次・加工―２
次・販売―３次）など、農業が経営的に魅力あるビ
ジネスになるための取組を引き続き検討された
い。

　平成２８年３月に策定予定の「（仮）さがみはら
都市農業振興ビジョン2025」において、農業の付
加価値を高める取組として、６次産業化や農商
工連携を位置付け、農業者のニーズに応じた適
切な支援策として、セミナーや地場農畜産物商
談会の開催等の事業展開を図る。

　新規就農者を獲得するためには、相模原市の農
作物が売れる環境を整備することが必要である。
単に作付面積を増加させる取組だけでなく、販路
拡大の取組等にも力を入れる必要がある。

　引き続き、新規就農者に対して、農産物の直
売所への出荷やPR・イベント販売及び学校給食
への出荷等を支援し、更なる販路拡大を図ると
ともに、営農技術の確立に向けた支援を行う。



平成２７年度総合計画進行管理　２次評価に対する対応方針

施策所管局
局・区長名

No.

1

2

3

4

　「地区計画」等による景観保全に引き続き取り
組むとともに、「景観地区」等の指定についても
考慮しながら、適切な手法の選択により、魅力
あるまちづくりを推進する。

　市民アンケート結果については、引き続き「市
街地」と「自然的」な景観の満足度を測る指標と
しつつ、アンケート項目の詳細な分析による課
題の把握と、景観施策への反映に努める。

Ａ

基本目標Ⅳ　活力にあふれ多様な交流が生まれる広域交流拠点都市

Ａ

施策名

２次評価意見（check）

　市民アンケート結果に基づく指標である「指標８１
市街地の景観が良好に保たれていると感じる市民
の割合」と「指標８２　自然的な景観が良好に保た
れていると感じる市民の割合」については、地域別
や世代別のクロス集計により課題の分析に努め、
今後の施策に生かされたい。

　「まちなみウォッチング」は、市民の景観に対する
意識を高めるうえで重要な取組であり評価できる。
今後もＮＰＯ団体等との協働により継続的に取り組
まれたい。

都市建設局

　「地区計画」「建築協定」「景観協定」等の景観を
保全する取組は、魅力あるまちづくりには重要で
あるため、引き続き取り組むとともに、今後は、こ
れらを更に発展させた「景観地区」や「緑化地域」
の指定についても検討されたい。

１次評価
２次評価

　魅力あるまちづくりの推進に努め、特に著しい功
績があった個人又は　団体を表彰するまちづくり功
労者国土交通大臣表彰を「御園二丁目まちづくり
協議会」と「小田急相模原北口Ｂ地区市街地再開
発組合」が受賞したことは、地域ブランドの創出で
あり高く評価する。
　今後も、市民が地域に誇りと愛着を持てるような
魅力あるまちづくりを推進されたい。

　今後も、団体活動の励みにつながる国土交通
大臣表彰等への推薦等、地域のまちづくり団体
の活動を積極的に支援することにより、誇りと愛
着の持てる美しいまちづくりを推進する。

　「まちなみウォッチング」による景観に関する市
民意識の高揚に引き続き努めるとともに、ＮＰＯ
団体等との協働による景観まちづくりの更なる
展開を図る。

施策番号 ４４

野村　謙一

魅力ある景観の保全と創造

対応方針（act）



平成２７年度総合計画進行管理　２次評価に対する対応方針

施策所管局
局・区長名

No.

1

基本目標Ⅴ　市民とともに創る自立分権都市

Ｂ

施策名

２次評価意見（check）

　市民・大学交流センターの運営事業については、
各種イベントの開催のみならず、大学という資源を
いかに相模原市のまちづくりに生かすかという視
点に立ち取組を進められたい。

市民局
２次評価 Ｂ

　市民・大学交流センターの設置目的を達成す
る上で、指定管理者に対する新たな成果指標と
して「地域課題の抽出」「橋渡し件数」を明確に
位置づけたところである。
　今後は、指定管理者選考委員会によるモニタ
リングを通じ、達成状況について確認するととも
に、指定管理者と連携して、更に協働事業に関
する取組の充実を図る。

施策番号 ４８

森　多可示

皆で担うまちづくりの推進

対応方針（act）

１次評価

2

　「指標８９　市内のＮＰＯ法人数」が上昇しておりＡ
評価であるにも関わらず、「指標８８　市民活動の
参加率」が低下傾向にありＣ評価となっている。こ
の２つの指標の関連性について分析し、目標の達
成に向けた対応策を検討されたい。

　市内のＮＰＯ法人数が増加している理由として
は、ＮＰＯを対象とする資金面での支援事業や、
市民活動サポートセンターが実施している相談
業務などによる人的な面での支援により、法人
化への後押しができているためと考えている。ま
た、主に市民活動の参加率の低下傾向の要因
は、東日本大震災の発生により一時期は活発
化したものの、時間の経過とともに市民活動に
対する関心が薄れてしまったことや地域社会に
根ざした暮らし方をしていない市民の割合が高く
なり、地域社会への市民の関心や意識の低下
などが影響しているものと考える。
　よって、市民活動について感心のある方は、法
人化するなど専門的立場になっていくが、その
他の市民は、行政が何も手を打たなければ、ま
すます市民活動から遠のいてしまうといった状
況となっており、市民活動の二極化が進んでい
る。
　このため、今後、さがみはら市民活動サポート
センターにおいて、既存の事業をリタイア層に
ターゲットを絞った講座にすることを手始めとし
て、参加した市民が周りの市民を巻き込んで、
再度参加したいと思える魅力ある事業を検討す
る。また、事業全般の周知方法としては、市のメ
ディアだけでなく市民活動団体のインターネット
のポータルサイトや市職員向けのサイトなども活
用して、団体の関係者や市職員などを含め、広
く市民に向けて情報発信を行う。このような事業
を実施することにより、市民活動への参加率の
向上を図る。


